
緩和区域

　【施設管理者】

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（中日本高速道路㈱）

入山瀬地先の第二東名自動車道（富士高架橋）高架下

※利用用途は3つの区間別に定められています。高架下利用計画への適合と道路占用許可が必要です。

都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可に関する取扱要領

（第３条関係）

　【区域説明】

第二東名自動車道　指定区域図道路1・2・1号


